
第 44回西部コミュニティ協議会住民総会 

議 案 書 
 

 

日時：2025 年 4 月 27 日（日）13：３0～  

場所：西部コミュニティセンター  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西 部 コミュニティ協 議 会 

次 第 

1. 開会 

2. 議長選出 

3. 報告事項 

    (1)2024年度（令和 6年度） 活動報告 

    (2)2024年度（令和 6年度） 決算報告 

    (3)2024年度（令和 6年度） 監査報告 

4. 協議事項 

    （１）2025年度（令和 7年度） 活動計画案   

    （２）2025年度（令和 7年度） 予算案 

    （３）運営委員の承認 

    （４）役員・監事の承認 

5. その他 

6. 議長解任 

7. 閉会 



6

4月 5月 6月 7月 8月 9月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計
開館日数 26 26 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66

ロビー 366 268 1,669 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,303

茶室（きく） 8 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

和室(うめ） 57 85 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197

和室(もも） 43 41 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110

和室（さくら） 38 76 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140

大会議室 165 230 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 486

調理室 29 73 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116

会議室（Ａ） 214 46 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 299

会議室（Ｂ） 209 94 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332

会議室（Ｃ） 209 202 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 519

学習室 65 78 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184

体育室 1,709 1,521 654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,884

第１ 多目的室 159 105 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336

第２ 多目的室 130 90 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251

視聴覚室 82 110 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277

計 3,483 3,035 2,956 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,474

西部コミュニティセンター利用状況（年度別） 平成23（2011)年度～令和6(2024)年度

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31/R1 R2 R3 R4 R5 R６

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

利用者数 62,852 66,476 66,519 66,695 58,422 61,454 67,689 63,008 15,614 32,231 34,258 42,560 9,474

西部コミュニティセンター利用状況（月別・部屋別） 令和6年4月～令和7年3月

年度
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開催日 活動名 参加人数

４月１４日（土） ちびっこ運動会 115

４月２０日（土） 上映会（ゆめパのじかん） 44

４月２１日（日） 第4３回住民総会 41

５月18日（日） 第15回武蔵境ピクニック ー

６月１日（土） 地域フォーラム(独歩の森の未来を考えよう） 51

６月１６日（日） 第1２回コミセンまつり 約1500

１０月１６日（水） 防災研修（立川防災館） 9

１月１８日（土） どんど焼き（第二地区・桜野地区） ー

１月25日（土） 出張上映会（認知症と生きる希望の処方箋、市民会館） 70

202４年度（令和６年度）　活動報告

＊なお休館中は毎月（防災研修を行った１０月を除く）運営委員会を行った。

＊６月下旬から７月下旬にかけて工事のための備品移動を運営委員・協力員・登録サークル会員で行った。

6月17日（月)

　　　　～令和７年３月
改修工事のため長期休館

２０２５年

令和７年

２０２４年

令和６年

ー







 

活動名

４月２７日（日） 第44回住民総会

５月１７日（日） 第16回武蔵境ピクニック

６月２０日（金） パソコンセミナー第１回

６月頃 防災訓練（館内訓練）

7月１３日（日） 第13回コミセンまつり

夏休み中 夏休みコミュニティ食堂

夏休み中 「コミセンでお泊り」(仮称）

夏休み中 ちびっこ運動会

9月頃 カラオケ大会

１０月２６日（日） 太極拳・気功の集い

１０・１１月頃 第３６回文化祭

１１月頃 パソコンセミナー第２回

１２月頃 歳末大掃除

１２月３１日（水）

　　～１月１日（木）
「コミセンで年越し」（仮称）

1月６日（火） 活け花実演

１月 どんど焼き（桜野地区・ 第二地区）

２月頃 防災訓練（管外研修）

１・２月頃 味噌を手づくりしてみよう

２・３月頃 コンサート

３月 ベーゴマ大会

３月 卓球の集い

地域懇談会

利用者懇談会

上映会

コミセンデー（期首に計画されていない行事）

＊令和８（２０２６）年２月１６日～２７日 工事のため休館予定

時期未定

2025年度（令和７年度）　活動計画（案）

開催日







2025度(令和７年度)運営委員名簿
□ 運 営 委 員 □ 役 員

名前 住所 備考 会長 大上 茂雄

1 赤間 照子 境5 副会長 大上 由紀子

2 秋本 正 境1 副会長 酒井 尚登

3 今井 和代 境2 副会長 髙橋 淳子

4 大上 茂雄 桜堤1 副会長 山嵜 香奈子

5 大上 由紀子 桜堤1 会計 平野 薫

6 大谷 和彦 桜堤2 会計 間下 美和子

7 大鷲 美津江 境5

8 奥野 依理子 境2

9 川口 明子 桜堤2 □ 監 事

10 川口　正之助 桜堤2 新 監事 梁井 記代

11 酒井 尚登 境1 監事 横山 勇

12 酒井 淑子 境1

13 鈴木 康夫 桜堤1

14 高田 幸子 桜堤1

15 髙橋 淳子 境3

16 髙橋 知子 境5

17 髙橋 まゆみ 境5

18 田中 雅文 境4

19 谷口 辰幸 境3

20 鶴田 仁美 桜堤2

21 土井　菜穂子 境5

22 新美 宜子 桜堤2

23 西堀 廣子 桜堤2

24 西村 咲穂里 境5

25 長谷川　久美子 境４ 新

26 平野 薫 境1

27 間下 美和子 桜堤1

28 満尾　亜未子 境２ 新

29 村野　ゆり子 境3

30 梁井 記代 境3

31 柳下　愛子 境４ 新

32 山嵜 香奈子 桜堤2

33 横山 勇 桜堤2

34 横山 耕平 境5



西部コミュニティ協議会会則 

本協議会は、市民の市政参加による武蔵野方式により、地域住民の住民による住民のた

めのコミュニティづくりを目指します。  

生活環境(道路・緑化・地域改造) や、 教育・文化・健康問題をみんなで考え話し合い、 

私たちの街として誇れる明るいまちづくりを進めましょう。  

そのために、私たち一人一人が集いに参加してまちづくりの担い手となりましょう。  

（名称・所在地)  

第 1条 本会は、西部コミュニティ協議会(以下「協議会」)と称し事務所を、西部コミュニ

ティセンター(東京都武蔵野市境 5丁目 6番 20号) 内に置く。  

2 本協議会の設立年月日を昭和 58年 5月 14日とする。  

（構成)  

第 2条 本協議会は原則として、桜堤・境全域を対象としその住民（在勤・在学者を含む） 

をもって構成する。  

（目的)  

第 3条 本協議会は、地域住民相互の交流と文化・スポーツの諸活動を通じて明るく、豊か

な街づくりを進めることを目的とする。  

（事業)  

第 4条 本協議会は、前条の目的達成のために、次の事業を行う。  

(1) 地域住民のコミュニティ活動に関すること。  

(2) コミュニティセンターの管理運営を行う。  

(3) その他目的達成に必要な事項。  

（組織)  

第 5条 本協議会は、 総会・運営委員会・役員会をもって運営する。 但し必要に応じて、

専門部会を設けることが出来る。  

（総会)  

第 6条 総会は、地域住民全体を対象とし、年 1回の定期総会及び必要に応じて、 臨時総

会を開く。  

第 7条 総会は、市報を通じて招集し、当日の参加をもって、議事を進行する。  

第 8条 総会は、次の事項を審議する。  

(1) 事業報告・事業計画及び決算・予算並びに監査報告。  

(2) 運営委員、監事及び役員の承認。  

(3) その他の提案事項  

 



（運営委員)  

第 9条 運営委員は、第 2条で規定される構成員より、運営委員会が募集し、総会で選出さ 

れる。 ただし住民総会以降は運営委員会の承認により運営委員になることができる。 

（運営委員会)  

第 10条 運営委員会は、運営委員をもって構成される。  

第 11条 運営委員会は、必要に応じ、会長が召集する。  

第 12条 運営委員会は、次の事項を審議する。  

(1) 総会に提案すべき事項。  

(2) 第 4条に定めた事項に関する必要な事項。  

(3) 運営委員、監事および役員の人事に関する必要な事項。  

(4) 運営要綱の制定・改訂に関すること。  

（役員会)  

第 13条 本会は、その運営のために、次の役員を置く。  

会長１名、副会長若干名 (４名以上) 、 会計２名  

2 役員は運営委員で互選し、総会で承認するものとする。 

第 14条 役員会は、前条の役員をもって構成し、必要に応じ会長が招集し必要事項を審議

する。  

第 15条 役員の任務は次の通りとする。  

(1) 会長は、本協議会を代表し、会務を統括する。  

(2) 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。  

また、 庶務全般の統括、事業、書記および会計事務を分担して担当する。  

(3) 会計は会計事務を担当する。  

2 会長は、運営委員の中より、窓口担当者を任命する。  

（監事)  

第 16条 本会は、監事２名を置く。監事は運営委員で互選し総会で承認するものとする。  

2 監事は会計及び事業の監査を行い、その結果を総会に報告する。  

（議決)  

第 17 条 本協議会の会議の議決は、出席者全員の合意を原則とするが、止むを得ぬ場合は、

出席者の過半数の賛成をもって成立する。  

（役員及び監事の任期)  

第 18条 役員及び監事の任期は、２年とする。但し再任は妨げないが同一役職は３期まで

とする。  

2 補欠により就任した役員及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。  

 

 



（会計)  

第 19 条 本協議会の会計は、武蔵野市よりの補助金及びその他の寄付金等をもって充てる。  

第 20 条 本協議会の会計年度は毎年 4月 1日より始まり翌年 3月 31日をもって終わる。  

（会則の改廃)  

第 21条 本会則の改廃は、総会の議決による。  

 

付  則  

本会則は、昭和 58年 5月 14日より施行する。  

一部改正。  

昭和 60年 3月 24日 

昭和 62年 4月 5日 

平成 3年 4月 28日 

平成 4年 4月 19日 

平成 5年 4月 25日 

平成 13年 4月 22日 

平成 22年 4月 25日 

平成 23年 5月 1日 

平成 24年 4 月 22日 

平成 26年 4月 20日 

平成 29年 4月 15日 

令和 2年 4月 18日 

令和 5年 4月 16日  

令和 6年 4月 21日 

この会則は、公布の日から施行する。  

  

 



            

 

 

 

 

 

 

 

西 部 コ ミ ュ ニ テ ィ 協 議 会 

〒180-0022 武蔵野市境 5-6-20  

 56-2888(9:30～21:00) 

メールアドレス: seibu-c@bz04.plala.or.ip 

西部コミュニティ協議会はまちづくり・コミュニティづくりを 

目的とし西部コミセンを拠点として活動する団体です。 








